
長崎県建設関連業務委託総合評価落札方式ガイドライン（令和６年度適用） 新旧対照表（令和６年９月9日）

改正後 改正前

全般

P2～4、P12～19、P.25 特別簡易型の型式の名称

特別簡易１型

特別簡易２型

全般

P2～4、P12～19、P.25 特別簡易型の型式の名称

特別簡易Ⅰ型

特別簡易Ⅱ型



長崎県建設関連業務委託総合評価落札方式ガイドライン（令和６年度適用） 新旧対照表（令和６年９月9日）

改正後 改正前

６．入札手続きの実施手順

P.10 ６－１ 簡易型の実施フロー

※４　品質確保・向上に関する提案の提出完了をもって入札参加申請があったものとみなす
※３　技術提案の評価が技術審査分科会に委ねられている場合、技術審査分科会で評価を行う

※１　業務案件毎に個別に設定する提案の着目点について審査を行う。また、全体委員会で意見聴取を行っていない配点を

　　　落札者決定基準に設定する場合においても、配点に対する意見聴取を行う

※２　入札参加希望者が１０者を超える場合は、指名選定システムで１０者に選定を行う

（注１）日曜日、土曜日、祝日等を含まない。

３日

６３日（注２）

（注２）累計日数は日曜日、土曜日、祝日を含めた概ねの日数。

低入調査の資料提出の通知

低入調査に係る資料の提出期限

低入調査に係る聴き取り調査

競争参加資格委員会（地方）

質問書の
提出期限

７日（注１）

落札者の決定

１日(注1)

３日(注1)

５日

３日(注1)

低入札調査基準価格未満有り

低入札調査基準価格未満の有無

５６日
（注２）

７日

低入札調査基準価格未満無し

７日
（注１）

質問書に

対する
回答期限

契約締結

５日(注1)

６．入札手続きの実施手順

P.10 ６－２ 簡易型

   標準的日数 累計日数

低入札調査無し
累計日数

簡易型実施フロー

低入札調査有り

   標準的日数
公 告

入札説明書の交付

設計書決裁

公告日の翌日

競争参加資格委員会（発注機関）
（対象業務及び資格の設定）

総合評価審査委員会（全体委員会）

総合評価審査委員会（小委員会）※１

競争参加資格委員会（発注機関）
(落札者決定基準）

地方機関

本庁

企業

１５日
（注１）

１５日
（注１）

契約締結までの日数

７日→５日（注１）

省略

※４　品質確保・向上に関する提案の提出完了をもって入札参加申請があったものとみなす
※３　技術提案の評価が技術審査分科会に委ねられている場合、技術審査分科会で評価を行う

※１　業務案件毎に個別に設定する提案の着目点について審査を行う。また、全体委員会で意見聴取を行っていない配点を

　　　落札者決定基準に設定する場合においても、配点に対する意見聴取を行う

※２　入札参加希望者が１０者を超える場合は、指名選定システムで１０者に選定を行う

（注１）日曜日、土曜日、祝日等を含まない。

３日

７８日
（注２）

（注２）累計日数は日曜日、土曜日、祝日を含めた概ねの日数。

低入調査の資料提出の通知

低入調査に係る資料の提出期限

低入調査に係る聴き取り調査

競争参加資格委員会（地方）

質問書の
提出期限

７日（注１）

落札者の決定

１日(注1)

３日(注1)

５日

３日(注1)

低入札調査基準価格未満有り

低入札調査基準価格未満の有無

５６日
（注２）

７日

低入札調査基準価格未満無し

７日
（注１）

質問書に

対する
回答期限

   標準的日数 累計日数

低入札調査無し
累計日数

簡易型実施フロー

低入札調査有り

   標準的日数
公 告

入札説明書の交付

設計書決裁

公告日の翌日

競争参加資格委員会（発注機関）
（対象業務及び資格の設定）

総合評価審査委員会（全体委員会）

総合評価審査委員会（小委員会）※１

競争参加資格委員会（発注機関）
(落札者決定基準）

地方機関

本庁

企業

１５日
（注１）

１５日
（注１）

省略



長崎県建設関連業務委託総合評価落札方式ガイドライン（令和６年度適用） 新旧対照表（令和６年９月9日）

改正後 改正前

６．入札手続きの実施手順

P.11 ６－２ 特別簡易型

特別簡易型実施フロー

   標準的日数

低入札調査有り
累計日数

　　低入札調査無し
標準的日数 累計日数

公 告

入札説明書の交付

設計書決裁

公告日の翌日

競争参加資格委員会（発注機関）
（対象業務及び資格の設定）

総合評価審査委員会（全体委員会）

総合評価審査委員会（小委員会）※１

競争参加資格委員会（発注機関）
(落札者決定基準）

地方機関

本庁

企業

入札書等（入札書、技術資料、参加資格の確認資料）の受付開始

１０日（注１）

公告日の翌日

１０日（注１）

※２　参加資格の確認資料の提出完了をもって入札参加申請があったものとみなす

※１　全体委員会で意見聴取を行っていない配点を落札者決定基準に設定する場合は、配点に対する意見聴取を行う

質問書の
提出期限

質問書に

対する
回答期限

契約締結

７日
（注１）

７日（注１）

５日（注１）

落札者の決定 ４３日
（注２）

低入調査の資料提出の通知

低入調査に係る資料の提出期限

低入調査に係る聴き取り調査

競争参加資格委員会（地方）

１日(注1)

３日(注1)

５日

３日(注1)

低入札調査基準価格未満有り低入札調査基準価格未満無し

７日

（注１）日曜日、土曜日、祝日等を含まない。

（注２）累計日数は日曜日、土曜日、祝日を含めた概ねの日数。

１９日
（注２）

６．入札手続きの実施手順

P.11 ６－２ 特別簡易型

特別簡易型実施フロー

   標準的日数

低入札調査有り
累計日数

　　低入札調査無し
標準的日数 累計日数

公 告

入札説明書の交付

設計書決裁

公告日の翌日

競争参加資格委員会（発注機関）
（対象業務及び資格の設定）

総合評価審査委員会（全体委員会）

総合評価審査委員会（小委員会）※１

競争参加資格委員会（発注機関）
(落札者決定基準）

地方機関

本庁

企業

入札書等（入札書、技術資料、参加資格の確認資料）の受付開始

１０日（注１）

公告日の翌日

１０日（注１）

※２　参加資格の確認資料の提出完了をもって入札参加申請があったものとみなす

※１　全体委員会で意見聴取を行っていない配点を落札者決定基準に設定する場合は、配点に対する意見聴取を行う

質問書の
提出期限

質問書に

対する
回答期限

契約締結

７日
（注１）

７日（注１）

７日

落札者の決定 ４３日
（注２）

低入調査の資料提出の通知

低入調査に係る資料の提出期限

低入調査に係る聴き取り調査

競争参加資格委員会（地方）

１日(注1)

３日(注1)

５日

３日(注1)

低入札調査基準価格未満有り低入札調査基準価格未満無し

７日

（注１）日曜日、土曜日、祝日等を含まない。

（注２）累計日数は日曜日、土曜日、祝日を含めた概ねの日数。

１９日
（注２）

契約締結までの日数

７日→５日（注１）へ変更

省略省略


